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新型コロナウイルス感染者が全国的に急増し、感染力の強い変異株による感染も拡大していま

す。東京、大阪、京都、兵庫の４都府県には緊急事態宣言が発令されました。鳥取県においても

連日感染者が確認され、新型コロナ感染増大警戒情報が出されている地域もあります。現在、感

染予防対策の再徹底などレベルアップが求められています。 

本町の保育園・学校では、皆様のご協力も得て、感染症対策を講じて日々の教育活動を進める

ことができています。しかし、大型連休も間近となり、県をまたいだ移動も予想され、今後の感

染拡大が心配されるところです。自他を感染から守り、感染拡大を防ぐためにも、ご家庭で今一

度下記の点について意識して感染予防の行動をとっていただきたいと思います。 

 

感染予防の行動を 

今のウイルスはマスクなしの少しの会話でも感染する感染力を有します 

・こまめに石けんやアルコール消毒液で手洗いする（帰宅時や食事前は特に大切） 

・マスクを着用する (親しい間柄でも帰省者等と接する場合は家でもマスクを) 

・マスクを外す食事時等は特に留意し、顔に触れない、会話を減らすなどの工夫をする 

・検温、健康観察をして、体調管理をする（変化があったら記録する） 

・「三つの密（密閉、密集、密接）を」避け、こまめに換気、接触部の消毒をする 

・人と人との感染防止距離（おおむね２ｍ）を取る 

・行動記録をとる（特に県境をまたいでの往来が避けられない場合） 

  

県外との往来について（県民等へのメッセージ） 

県外地域との往来については、今一度慎重に検討し不要不急の往来は控えましょう 

・緊急事態宣言地域及び感染流行警戒地域(Ⅳ)、感染流行厳重警戒地域(Ⅴ)への 

往来は控えて。（県HP の感染警戒地域情報は原則毎日更新されています。ご確認ください） 

 ・やむをえずこれらの地域に行った場合の会食は、短時間で会話の時はマスク 

を着用し、いつも近くにいる人のみの少人数で、感染予防対策がしっかり実 

施されている店を選択して行いましょう。 

 ・これらの地域から来県、帰省した場合、２週間は会食など感染の恐れが高い 

行動は控えましょう。 

 

正しい情報の確認と冷静な行動を 

自分がいつ感染してもおかしくないと考え、思いやり・支え合いの気持ちで 

・鳥取県のホームページ等で正確な情報を確認し、不確かな情報に惑わされない冷静な行動を

引き続きお願いします。誤解や偏見は差別につながります。情報を軽はずみに拡散させるこ

とも誹謗中傷等の人権侵害につながります。いずれも断じて許されないことです。 

・誰がいつ感染してもおかしくない状況です。新型コロナウイルス感染者や医療従事者の方々

を思いやり、支え合いの気持ちを持ってみんなで乗り越えていきましょう。 

 

 ◎ＰＣＲ検査を受ける場合は 
⇒ 平日はもちろん、休日の場合も必ず園・学校へ連絡してください。 

（結果報告もお願いします。） 
 

◎倦怠感、発熱、のどや味覚・嗅覚などの違和感があるとき  

⇒ かかりつけ医に連絡（迷う時は受診相談センターへ ☎0120-567-492〔9:00-12:15〕） 

◎陽性者と接触歴がある、接触の可能性がある等の心配がある  

⇒ 各地区保健所に相談 接触者等相談センターへ相談する 

東部：鳥取市保健所内 ☎0857-22-5625〔8:30～17:15〕 

智頭町内 園児・小中学校児童生徒・保護者・学校関係者の皆様へ 

智頭町教育委員会 

新型コロナウイルス感染症対策のお願い 

子どもたちが安心して学ぶために 

感染警戒地域情報 QR 
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